
  

 

豊岡市老人福祉計画・第５期介護保険事業計画 
～笑顔あふれ安らぎに満ちたまちづくり～ 

  豊岡市老人福祉計画・第５期介護保険事業計画を策定した。これは、平成 17年度に策定

した「豊岡市老人保健福祉計画・第３期介護保険事業計画」（計画期間：平成 18～20 年度）

に掲げている「平成 27年の高齢者介護のあるべき姿」を目指し、現豊岡市老人福祉計画・

第４期介護保険事業計画（計画期間：平成 21～23 年度）の後継計画として策定したもので

ある。 

  なお、老人福祉法第 20条の８および介護保険法第 117 条により、老人福祉計画と介護保

険事業計画は一体のものとして作成しなければならないこととなっている。 

 

１ 策定経過 

 ○老人福祉計画・介護保険事業計画アンケート調査（平成 23年６月） 

 ○豊岡市老人福祉計画・第５期介護保険事業計画策定委員会（保健、福祉、医療の関係

者、サービス提供事業者、学識経験者、公募委員等による庁外組織）…５回開催 

○パブリックコメント(平成 24年２月) 

 

２ 計画概要 

 （１）基本の骨組み 

    ①計画の位置付け 

     ・豊岡市老人福祉計画 

・豊岡市第５期介護保険事業計画 

②計画期間 

平成 24～26 年度（３カ年間） 

③基本理念 

「笑顔あふれ安らぎに満ちたまちづくり」 

④基本目標・重点施策等 

基本目標 重点施策 

地域で支え合うまちづくり 

社会参加のまちづくり 

高齢者が生活しやすいまちづくり 
高齢者がいきいき暮らせるまちづくり 

安全で快適な生活環境づくり 

介護予防事業の推進 

包括的支援事業の推進 

高齢者施策（任意事業）の推進 
高齢者が健やかに暮らせるまちづくり 

保健・福祉・医療の連携 

介護保険サービスの充実 

地域包括支援センターの機能強化 

第１号被保険者の保険料の確保 
高齢者が安心して暮らせるまちづくり 

介護保険制度の円滑な推進 
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     ※重点施策を受けて地域包括ケアシステムを構築  

①医療との連携強化 

24 時間対応の在宅医療（かかりつけ医による往診を主軸とする医療体制）、

訪問看護やリハビリテーションの充実強化 

②介護サービスの充実強化 

・特別養護老人ホームなどの施設整備の促進  

・24 時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設など在宅サービスの強化 

③予防の推進 

要介護状態とならないよう予防する取組みや自立支援型の介護（個人の能

力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう支援する介護）の推

進（運動機能向上事業、栄養改善事業、口腔機能の向上事業、健康教室、運

動教室等の実施） 

④高齢期になっても住み続けることのできる高齢者の住まいの整備 

高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正により創設されたサービス付き

高齢者向け住宅（原則、高齢者のみが入居でき、バリアフリー等の設備基準

を満たし、安否確認や生活相談サービスを提供する住宅）など、高齢期にな

っても安心して住むことのできる住まいの整備促進 

⑤多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など 

ひとり暮らしや高齢者のみの世帯の増加、認知症高齢者増を踏まえた、さ

まざまな生活支援サービス（見守り、配食などの生活支援や財産管理などの

権利擁護サービス）の推進 

 

 （２）新規・変更内容  

①新規事業等（雪下ろし援助事業はＨ21年度から実施、その他は新規） 

ア．高齢者福祉施策 

・要援護世帯雪下ろし援助事業 

・サービス付き高齢者向け住宅整備 

イ．介護保険サービス 

      ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

日中や夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的または密接に連携しな

がら、定期巡回訪問と随時の対応を行う地域密着型のサービス 

      ・複合型サービス 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた複合型事業所で、看護

と介護のサービスの一体的な提供を行う地域密着型のサービス 

 

   ②介護保険料変更 

ア．基準額（月額）の変更 

第４期「３，８４０円」 → 第５期「４，８３０円」（９９０円増） 

 



  

 

イ．保険料所得段階区分の変更   

第４期「６段階」    → 第５期「１０段階」  

    《介護保険料増額の主な要因》 

①要介護認定率の上昇 

・第１号被保険者の認定率 ２．１３ポイント増 

（第４期平均 16.22％→ 第５期平均 18.35％ 

 ・認定率上昇に伴う認定者数増 １，６０６人 

増加給付費 約２，５９４，４０９千円 

②介護報酬の増額改定  ０．７％増 

③第１号被保険者の保険料負担率の上昇  １ポイント増 

      （第４期 20％ → 第５期 21％） 

④サービス基盤の追加整備 

小規模特別養護老人ホーム（29→58 床）、短期入所生活介護（116→146 床）、

小規模多機能型居宅介護（25→50 人）、認知症対応型共同生活介護（205→225

人）、特定施設入居者生活介護(98→147 人)  

    《介護保険料軽減のための対応》 

①介護保険給付費準備基金の取崩し     ５１，０００，０００円 

     ②県の財政安定化基金取崩交付額の充当   ５０，５６９，１２２円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問合せ〕健康福祉部介護保険課 ℡0796－24－2401 

 


